
○日本学術会議の運営に関する内規（平成 17 年 10 月 4 日日本学術会議第１回幹事会決定）の一部を次のように改正する。

改正後 改正前

（略）

第３条 部及び委員会又は分科会が提言及び報告（以下「提言等」

という。）を発表する場合、幹事会の承認を得なければならない。

ただし、会長、副会長及び各部の役員のすべてが委員となること

とされている課題別委員会及び幹事会の附置委員会については、

当該委員会での承認に代えることができる。

（略）

別表第２ 

（略）

６．分科会等の開催：（該当のある場合）

（略）

８．次 第：

主催する委員会等の委員の複数が挨拶又は報告・講演等を行うこ

とが必要です（但し、学術会議の目的に照らして極めて重要な講

演会等であって、委員会等ではなく学術会議が主催する講演会等

については、挨拶等は一人で足ります）。

該当する報告・講演等については、下線を引いてください。

（略）

（略）

第３条 部及び委員会又は分科会が提言及び報告（以下、「提言等」

という）を発表する場合、幹事会の承認を得なければならない。

ただし、会長、副会長及び各部の役員のすべてが委員となること

とされている課題別委員会及び幹事会の附置委員会については、

当該委員会での承認に代えることができる。

（略）

別表第２ 

（略）

６．分科会の開催：（該当のある場合）

（略）

８．次 第：

主催する委員会等の委員の複数が挨拶又は報告・講演等を行うこ

とが必要です。

該当する報告・講演等については、必ずその旨明記してください。 

（略）

附則 

この決定は、決定の日から施行する。

※別表第２については、次ページも参照。

提案１

資料５－別添１

1



（参考：改定後版） 

別表第２（第５条関係）（７９幹・追加、２４５幹・一部改正） 

平成  年  月  日 

日本学術会議会長 殿 

講演会、シンポジウム等主催提案書 

○○○○○○○○○○の開催について 

１．提案者 

２．議 案 標記シンポジウムを下記のとおり開催すること。 

記 

１．主 催： 

２．共 催：（該当のある場合） 

３．後 援：（該当のある場合） 

４．日 時：平成 年 月 日（ ）： ～ ： 

５．場 所：  

（日本学術会議講堂と併せて会議室を使用する場合は、会議室数及び使用目的を必ずご記

入ください。） 

６．分科会等の開催：（該当のある場合） 

７．開催趣旨： 

８．次 第： 

主催する委員会等の委員の複数が挨拶又は報告・講演等を行うことが必要です（但し、

学術会議の目的に照らして極めて重要な講演会等であって、委員会等ではなく学術会

議が主催する講演会等については、挨拶等は一人で足ります）。 

該当する報告・講演等については、下線を引いてください。 

９．関係部の承認の有無：

（下線の講演者等は、主催委員会（分科会）委員）
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○日本学術会議の行う国際学術交流事業の実施に関する内規（平成１７年１０月４日日本学術会議第１回幹事会決定）の一部を次のよう

に改正する。 

改正後 改正前 

日本学術会議の行う国際学術交流事業の実施に関する内規 

（略） 

（事業の範囲） 

第１条 日本学術会議（以下「学術会議」という。）は、日

本学術会議法（昭和２３年法律第１２１号。以下「法」と

いう。）第２条、第３条第２号及び第６条の２並びに日本

学術会議会則（平成１７年日本学術会議規則第３号）第３

条第１項の規定を実施するため、国際的学術研究に関する

交流及び協力（以下「国際学術交流」という。）を目的と

する次の各号に定める事業を行うものとする。 

(1) 法第６条の２第１項に規定する団体への加入（以下「団

体加入」という。） 

(2) 学術に関する国際会議等のうち、外国で開催されるも 

のへの代表の派遣（以下「代表派遣」という。） 

(3) 学術に関する国際会議のうち、国内で開催されるものの

主催及び後援（以下「国際会議主催等」という。） 

(4)  特定国との学術交流のための代表団の派遣及び特定国

等からの学術交流のための代表団等の招請（以下「二国間

学術交流」という。） 

(5) アジア域内における人文科学部門及び自然科学部門を

複合する領域の国際会議の開催（以下「アジア学術会議」

という。） 

日本学術会議の行う国際学術交流事業の実施に関する内規 

（略） 

（事業の範囲） 

第１条 日本学術会議（以下「学術会議」という。）は、日

本学術会議法（昭和２３年法律第１２１号。以下「法」と

いう。）第２条、第３条第２号及び第６条の２並びに日本

学術会議会則（平成１７年日本学術会議規則第３号）第３

条第１項の規定を実施するため、国際的学術研究に関する

交流及び協力（以下「国際学術交流」という。）を目的と

する次の各号に定める事業を行うものとする。 

(1) 法第６条の２第１項に規定する団体への加入（以下「団

体加入」という。） 

(2) 学術に関する国際会議等のうち、外国で開催されるも

のへの代表の派遣（以下「代表派遣」という。） 

(3) 学術に関する国際会議のうち、国内で開催されるもの

の主催及び後援（以下「国際会議主催等」という。） 

(4)  特定国との学術交流のための代表団の派遣及び特定国

等からの学術交流のための代表団等の招請（以下「二国間

学術交流」という。） 

(5)  アジア域内における人文科学部門及び自然科学部門を

複合する領域の国際会議の開催（以下「アジア学術会議」

という。） 

提案２
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(6)  地球規模課題の解決に向けた国際学術プログラムの推

進（以下「フューチャー・アースの国際的展開」という。） 

(7) その他国際学術交流を通して学術会議の職務を達成す

るために必要な事業 

（略） 

第７章 フューチャー・アースの国際的展開 

（フューチャー・アースの国際的展開の目的） 

第４９条 フューチャー・アースの国際的展開は、気候、物質

循環、生物多様性、人間活動を含め、地球環境の変動を包

括的に理解し、学際的な方法及び社会との協働により、地

球規模課題の解決に資する国際的な学術研究の総合的な推

進を目的とする。 

（内容） 

第５０条 日本学術会議におけるフューチャー・アースの国

際的展開は、前条の目的を達成するため、国際学術プログ

ラムであるフューチャー・アース（以下「フューチャー・

アース」という。）に関し、次の各号に掲げる国際学術交

流事業を行うものとする。 

(1) フューチャー・アースに関する国際会議等への代表者の

派遣 

(2)  フューチャー・アースに関する国際会議等の運営支援等 

（派遣の基本方針案の作成） 

第５１条 会長は、前条第１号の活動を行うため、次の各号に

掲げる区分に基づき、フューチャー・アースに関する国際

会議等への代表者について派遣の基本方針（以下「派遣の

基本方針」という。）の案の策定を国際委員会に依頼する

ものとする。 

(6) その他国際学術交流を通して学術会議の職務を達成す

るために必要な事業 

（略） 

4



(1) 第１区分 

フューチャー・アースの国際的な意思決定及び運営に関し

中核的な位置づけの会議 

(2) 第２区分 

フューチャー・アースに関連する会議等のうち、前号以外

のものでフューチャー・アースの国際本部事務局及び地域

事務局・事務所が関与するもの。 

 (3) 第３区分 

フューチャー・アースに関連する会議等のうち、前２号以

外のもので国際委員会委員長が適当と認めるもの 

２ 国際委員会は、前項の依頼があったときは、国際委員会

に置かれるフューチャー・アースの国際的展開に関する分

科会（以下国際的展開対応分科会）において審議の上、派

遣の基本方針の案を作成し、会長に提出しなければならな

い。 

（派遣の基本方針の作成） 

第５２条 会長は、前条の規定により提出のあった派遣の基本

方針の案に基づき、年度当初までに派遣の基本方針を作成

し、幹事会の承認を得るものとする。 

（派遣会議の選定及び派遣者の推薦）  

第５３条 会長又は国際委員会委員長は、派遣会議及び派遣

候補者の選定について、国際的展開対応分科会において審

議させ、国際委員会委員長に報告させるものとする。 

２ 国際的展開対応分科会は、前項の審議に当たって、派遣

の基本方針に基づき派遣会議を選定し、派遣会議の内容に

応じて、会員の中から派遣候補者を選考する。ただし、連

携会員もしくは日本学術会議外国人アドバイザーの中に適

任者があると認められる場合は、その者を派遣候補者とす

ることができる。 

5



 
 

３ 国際的展開対応分科会は、派遣会議の選定を行うにあた

っては、第５１条第１号に区分される会議を優先しなけれ

ばならない。 

４ 国際委員会委員長は、国際的展開対応分科会が選定した

派遣会議及び派遣候補者について、国際委員会の承認を経

た上で会長に報告するものとする。 

５ 会長は、前項の規定による報告を受けた場合は、予算の

範囲内において、原則として派遣会議が開始される日の１

か月前までに開かれる幹事会の議決を経た上で派遣者を派

遣する。 

（派遣期間） 

第５４条 派遣の期間は、原則として目的とする派遣会議の

開催期間に、開催地への往復に必要な日数を加えたものと

する。 

（派遣会議の変更等） 

第５５条 関係委員長は、幹事会で承認された派遣会議及び

派遣者の変更をすべき事情が生じた場合は、その理由を付

して速やかに会長に通知しなければならない。 

２ 会長は、前項の規定による通知があった場合は、理由を

付して改めて幹事会の承認を得るものとする。ただし、や

むを得ない事由により事前に幹事会の承認が得られない場

合は、事後に追認を求めるものとする。 

（会議の運営等） 

第５６条 学術会議は、第５０条第２号の活動を行うため、国

内及び海外で開催される国際会議等であって、フューチャ

ー・アースの国際的な意思決定及び運営上の問題を審議す

るもの若しくはフューチャー・アースの推進に資する研究

発表及び討論等を行うもの、又は両者を併せ行うものに関

して、主催団体の要請に応じ、運営の一部を担うことがで
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きることとする。 

（決定等） 

第５７条 会長は、前条の要請があった場合は、国際委員会に

その適否を審議させるものとする。 

２ 会長は、前項の審議結果に基づき、幹事会の議決を経て決

定するものとする。 

第８章 その他学術交流 

（海外で開催される国際会議の運営） 

第５８条 学術会議は海外で開催される国際会議であって、

学術に関する研究発表及び討論等を行うもの若しくは国際

学術団体の運営上の問題を審議するもの、又は両者を併せ

行うものに関して、主催団体の要請に応じ、運営の一部を

担うことができることとする。 

（決定等） 

第５９条 会長は、前条の要請があった場合は、国際委員会

にその適否を審議させるものとする。 

２ 会長は、前項の審議結果に基づき、幹事会の議決を経て

決定するものとする。 

３ 運営の一部を担う際に経費を学術会議が負担する場合に

は、幹事会の承認を得るものとする。 

第７章 その他学術交流 

（海外で開催される国際会議の運営） 

第４９条 学術会議は海外で開催される国際会議であって、

学術に関する研究発表及び討論等を行うもの若しくは国際

学術団体の運営上の問題を審議するもの、又は両者を併せ

行うものに関して、主催団体の要請に応じ、運営の一部を

担うことができることとする。 

（決定等） 

第５０条 会長は、前条の要請があった場合は、国際委員会

にその適否を審議させるものとする。 

２ 会長は、前項の審議結果に基づき、幹事会の議決を経て

決定するものとする。 

３ 運営の一部を担う際に経費を学術会議が負担する場合に

は、幹事会の承認を得るものとする。 
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平成 29 年度フューチャー・アースに関する国際会議等への代表者の派遣の基本方針（案） 

平 成 ２ ９ 年 ４ 月 ○ 日

日本学術会議第○○○回幹事会決定

国際学術プログラムであるフューチャー・アース（以下「フューチャー・アース」と

いう。）の推進を図るため、日本学術会議の行う国際学術交流事業の実施に関する内規（以

下「内規」という。）に基づき、平成 29 年度におけるフューチャー・アースに関する国

際会議等への代表者の派遣の基本方針を以下のとおり定める。

フューチャー・アースにおいては、日本学術会議が日本の代表機関として国際本部事

務局の機能（日本支部）の一部を担っていること、また、日本学術会議連携会員が国際

本部事務局日本支部事務局長を務めていることから、平成 29 年度の内規第 51 条の各区

分における国際会議等への代表者の派遣は下記の考えに基づいて行う。

(1) 第１区分 
・フューチャー・アースの国際的な推進体制の中心である科学委員会（SC: Science 

Committee）、関与委員会（EC: Engagement Committee）、評議会（GC: Governing 
Council）、及び国際本部事務局の行う会議へ、国際本部事務局日本支部事務局長（連

携会員）を含む会員等を派遣する。

・本年度、SC、EC は一回程度、国際本部事務局会合は数回程度の開催が見込まれる。 
（注）SC と EC は諮問委員会として統合される予定。 

(2) 第２区分 
・フューチャー・アースの実施にあたり、国際本部事務局及びアジア地域事務局が行う

会議へ国際本部事務局日本支部事務局長（連携会員）を含む会員等を派遣する。

・具体的には、日本学術会議が国際本部事務局として運営の一部を担う予定であるコ

ア・プロジェクトに関する会議、タスクフォース、及び KAN（Knowledge-Action 
Networks）に関する会議等への派遣を行う。 

・上記については本年度それぞれ数回程度見込まれる。

(3) 第３区分 
・フューチャー・アースに関する活動を広報周知するため、国際学術団体等が行う会議

へ国際本部事務局日本支部事務局長（連携会員）を派遣する。

・上記にあたっては、国連の行う会議等の分野横断的、あるいは地域的な広がりを大き

なものを優先する。

・さらに、予算の状況に応じフューチャー・アースに関連するその他のコア・プロジェ

クトの会議へ会員等を派遣する。

本基本方針に基づいて国際会議等への代表者の派遣を行う場合は、別添の様式にて事

前に幹事会の議決に付すものとする。

提案３
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（様式） 

 
フューチャー・アースに関する国際会議等への代表者の派遣 

 

 
  
番号 

 
国際会議等 

会  期  
開催地及び用務地 

 

派遣候補者 
（職名） 

 
備  考  計 

 

1 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

2 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

3 
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フューチャー・アースの推進に関する委員会分科会の設置について

分科会等名：フューチャー・アースの国際的展開対応分科会

※審議事項の追加及び所属委員会の追加

１ 所属委員会名

（複数の場合

は、主体とな

る委員会に○

印を付ける。） 

○フューチャー・アースの推進に関する委員会

国際委員会

２ 委員の構成 15 名以内の会員又は連携会員 

３ 設置目的 日本学術会議が推進しているフューチャー・アースプログラムに関

し、その国際的な展開と対応に関することを調査審議することを目的

とする。

４ 審議事項 ・フューチャー・アースの国際事務局、アジア地域事務

局に関すること

・フューチャー・アースの国際事務局対応コンソーシア

ムとの連携に関すること

・フューチャー・アースに関連する国際会議への代表の派遣及び会議

の運営支援に関すること

５ 設置期間 平成 27 年 2 月 27 日～平成 29 年 9 月 30 日 

６ 備  考

提案４
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○フューチャー・アースの推進に関する委員会設置要綱（平成２６年１０月３日日本学術会議第２０３回幹事会決定）の一部を次のよう

に改正する。 

改正後 改正前 

フューチャー・アースの推進に関する委員会設置要綱 

（略） 

（分科会） 

第４ 委員会に、次の表のとおり分科会を置く。 

分科会 調査審議事項 構成 設置期限 

フ ュ ー チ

ャー・アー

ス の 国 際

的 展 開 対

応分科会 

フューチャー・アース

の国際事務局、アジア

地域事務局に関する

こと、フューチャー・

アースの国際事務局

対応コンソーシアム

との連携に関するこ

と、フューチャー・ア

ースに関連する国際

会議への代表の派遣

及び会議の運営支援

に関すること 

１５名以

内の会員

又は連携

会員 

平成 29 年

9 月 30 日 

（略） （略） （略） （略） 

（略） 

フューチャー・アースの推進に関する委員会設置要綱 

（略） 

（分科会） 

第４ 委員会に、次の表のとおり分科会を置く。 

分科会 調査審議事項 構成 設置期限 

フ ュ ー チ

ャー・アー

ス の 国 際

的 展 開 対

応分科会 

フューチャー・アース

の国際事務局、アジア

地域事務局に関する

こと、フューチャー・

アースの国際事務局

対応コンソーシアム

との連携に関するこ

と 

１５名以

内の会員

又は連携

会員 

平成29年

9 月 30 日 

（略） （略） （略） （略） 

（略） 

附 則 

この決定は、決定の日から施行する
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○国際委員会運営要綱（平成１７年１０月４日日本学術会議第１回幹事会決定）の一部を次のように改正する。

附 則

この決定は、決定の日から施行する。

改正後 改正前

（略）

別表１

分 科 会 調査審議事項 構    成 備   考
 （略） （略） （略）  （略）

フ ュ ー チ ャ

ー・アースの

国際的展開対

応分科会

フューチャー・

アースの国際事

務局、アジア地

域事務局に関す

ること、フュー

チャー・アース

の国際事務局対

応コンソーシア

ムとの連携に関

すること、フュ

ーチャー・アー

スに関連する国

際会議への代表

の派遣及び会議

の運営支援に関

すること

フ ュ ー チ ャ

ー・アースの推

進に関する委

員会設置要綱

において定め

る。

フ ュ ー チ ャ

ー・アースの

推進に関する

委員会フュー

チャー・アー

スの国際的展

開対応分科会

と兼ねる。

（略）

別表１

分 科 会 調査審議事項 構 成 備 考

（略） （略） （略） （略）

（新規設置）

提案５
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○科学と社会委員会運営要綱（平成 17 年 10 月 4 日日本学術会議第１回幹事会決定）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 
（略） 
 
（分科会） 
第２ 委員会に、次の表のとおり分科会及び小委員会を置く。 

 
 
（略） 

分科会 調査審議事項 構成 備考 

（略） （略） （略） （略） 

持続可能な開

発目標（SDG

ｓ）対応分科

会 

１．SDGｓ全 17 分野

に渡る学術的対

応のあり方を検

討すること 

２．第 24 期におけ

る同対応につい

て課題抽出を行

うこと 

副会長（日本

学術会議会則

第５条第２号

担当）及び会

員又は連携会

員 15 名以内 

設 置 期

間：平成

29 年 4 月

28 日 ～

平成29年

9 月 30 日

（略） 
 
（分科会） 
第２ 委員会に、次の表のとおり分科会及び小委員会を置く。 

 
 
（略） 

分科会 調査審議事項 構成 備考 

（略） （略） （略） （略） 

（新規設置） 

附則 

この決定は、決定の日から施行する。

提案６ 
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科学と社会委員会分科会の設置について

分科会等名：持続可能な開発目標（SDGｓ）対応分科会

※新規設置

１ 所属委員会名 科学と社会委員会 

２ 委員の構成 副会長（日本学術会議会則第５条第２号担当）及び会員又は

連携会員 15 名以内 

３ 設 置 目 的 2015 年 9 月、「国連持続可能な開発サミット」において全会

一致で採択された「我々の世界を変革する：持続可能な開発

のための 2030 アジェンダ（2030 アジェンダ）」に基づき、

国際社会が 2030 年までに貧困を撲滅し、持続可能な社会を

実現するための重要な指針として、17 の目標（ゴール）が

持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals：SDGs）

として設定された。当該目標達成のために学術はどのように

関わればよいか、第 24 期への課題抽出のために本分科会を

設置する。 

４ 審 議 事 項 １．SDGｓ全 17 分野に渡る学術的対応のあり方を検討するこ

と 

２．第 24 期における同対応について課題抽出を行うこと 

５ 設 置 期 間 平成 29 年 4 月 28 日～平成 29 年 9 月 30 日 

６ 備 考 
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○委員の決定（新規１件）

（科学と社会委員会 持続可能な開発目標（SDGｓ）対応分科会） 

氏 名 所  属 ・ 職  名 備  考 推  薦 

井野瀬久美惠 甲南大学文学部教授 副会長 

花木 啓祐 東洋大学情報連携学部教授 副会長 

藤原 聖子 
東京大学大学院人文社会系研究科

教授 
第一部会員 第一部部長

武内 和彦 

東京大学国際高等研究所サステイ

ナビリティ学連携研究機構特任教

授 

第二部会員 第二部部長

沖 大幹 東京大学生産技術研究所教授 連携会員 第三部部長

吾郷 眞一 立命館大学法学部特別招聘教授 連携会員 副会長 

蟹江 憲史 
慶應義塾大学大学院政策・メディ

ア研究科教授 
特任連携会員 副会長 

鹿野 豊 
東京大学先端科学技術センター特

任准教授 
特任連携会員 副会長 

※特任連携会員への任命については、提案 30 参照 
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別表第１ 別表第１

分野別委員会 調査審議事項 構成 備考 分野別委員会 調査審議事項 構成 備考

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） (略）

（略） （略） （略） （略） （略） (略）

１．情報技術（ＩＴ）分野に
おける「影」問題の抽出と
その解決にむけての検討
２．社会インパクトや導入
フォローアップの検討
３．公開シンポジウムによ
る市民からのフィードバッ
ク
に係る審議に関すること

２０名以内の
会員又は連携
会員

（略） （略） （略） (略） （略） （略） （略） (略）

機械工学委員会・土
木工学・建築学委員
会合同IUTAM分科会
国内対応企画小委員
会

１．国内の理論応用力学
研究を俯瞰し、海外との
比較も交えて、今後進め
るべき研究領域やテーマ
を議論すること
２．上記の議論結果を国
内の理論応用力学講演
会における企画に反映さ
せること
３．上記の議論結果を国
際理論応用力学連合
(IUTAM)における日本の
活動・貢献の具体に反映
させること
に係る審議に関すること

２０名以内の
会員、連携会
員又は会員若
しくは連携会
員以外のもの

（略）

（略）

（略）（略）

情報学委員会

情報学委員会ＩＴの生む
諸課題検討分科会

新規設置

情報学委員会 （略）

機械工学委員会

分野別委員会運営要綱（平成２６年８月２８日日本学術会議第１９９回幹事会決定）の一部を次のように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

分科会等 分科会等

機械工学委員会

（略）

機械工学委員会・土木
工学・建築学委員会合
同IUTAM分科会

1．国際組織IUTAMの正
規メンバーとして総会、理
事会、IUTAMシンポジウ
ムのほか諸行事への参
画方針の審議
２．関連学協会と協力して
理論応用力学講演会（国
内講演会）の主催
３．流体、固体の力学を
中心とする理論応用力学
分野の研究の進展、課題
の把握および将来動向の
検討

２０名以内の
会員又は連携
会員

機械工学委員会・土木工
学・建築学委員会合同
IUTAM分科会

1．国際組織IUTAMの正
規メンバーとして総会、理
事会、IUTAMシンポジウ
ムのほか諸行事への参
画方針の審議
２．関連学協会と協力して
理論応用力学講演会（国
内講演会）の主催
３．流体、固体の力学を
中心とする理論応用力学
分野の研究の進展、課題
の把握および将来動向の
検討

２０名以内の
会員又は連
携会員

新規設置

提案７
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（略） （略） (略） （略） （略） (略）

（略） （略） （略） (略） （略） （略） （略） (略）

（略） （略） (略） （略） （略） (略）

機械工学委員会に記載 機械工学委員
会に記載

機械工学委員会に記載 機械工学委
員会に記載

機械工学委員会・土
木工学・建築学委員
会合同IUTAM分科会
国内対応企画小委員
会

機械工学委員会に記載 機械工学委員
会に記載

（略） （略） (略） （略） （略） (略）

（略） （略） （略） (略） （略） （略） （略） (略）

附則
この決定は、決定の日から施行する。

（略） （略）

（略） （略）

機械工学委員会・土木工
学・建築学委員会合同
IUTAM分科会

（略） （略）

（略） （略）

新規設置

土木工学・建築
学委員会

（略） 土木工学・建築
学委員会

（略）

機械工学委員会・土木
工学・建築学委員会合
同IUTAM分科会
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情報学委員会分科会の設置について 

分科会等名：ＩＴの生む諸課題検討分科会 

※新規設置 

１ 所属委員会名 

（複数の場合は、主

体となる委員会に

○印を付ける。）

情報学委員会 

２ 委員の構成 20 名以内の会員又は連携会員 

３ 設 置 目 的 科学技術の発展は、私たちに多大なる恩恵をもたらしたが、一方

でこれまで存在しなかった新たな問題も引き起こしている。このよ

うに科学技術の「光」及び「影」とは何か、「影」の克服事例、科

学技術の社会に与える影響、規制が科学技術や社会と経済の発展に

及ぼす影響を対比させ、その適切なあり方を提示することを目的と

して、第三部において「科学技術の光と影を生活者との対話から明

らかにする」分科会が 2015 年に設立された。このような「光」と

「影」の問題が深刻化している科学技術分野は様々であるが、情報

技術（IT）もその一つである。すなわち、IT は発展が目覚ましく、

また、それが一般の人々の身近な生活の場面に浸透しているだけ

に、この分野における「影」の部分が、大きな社会問題となってい

る。そこで本分科会では、IT 分野に特化した「光」と「影」につ

いて議論し、その適切なあり方を提示することを目的とする。 

また、2017 年夏に第一回目のシンポジウムを開催するため、期

の終盤であるがこの時点での設置を強く希望する。 

４ 審 議 事 項 ・情報技術（IT）分野における「影」の問題の抽出とその解決にむ

けての検討 

・社会インパクトや導入フォローアップの検討 

・公開シンポジウムによる市民からのフィードバック 

５ 設 置 期 間 平成 29 年４月 28 日～平成 29 年９月 30 日 

６ 備 考
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機械工学委員会・土木工学・建築学委員会合同 IUTAM 分科会 

小委員会の設置について 

 

分科会等名：国内対応企画小委員会   

 

※新規設置 

 

１ 

所属委員会名 

（複数の場合は、

主体となる委員会

に○印を付ける。） 

○機械工学委員会 

土木工学・建築学委員会 

２ 
委員の構成 ２０名以内の会員、連携会員又は会員若しくは連携会員以外の者 

３ 設 置 目 的  現在、IUTAM 分科会では国際的な理論応用力学研究活動における今

後の日本の貢献について議論しているが、国内研究の動向を背景と

し、長期的な視野を持って、個別のシンポジウム提案や４年に一度の

総会講演会（ICTAM）でのセッション企画提案などを具体化する必要

がある。そのため国内研究者との情報交換や国内での多岐にわたる理

論応用力学研究活動との密な連携が不可欠となっている。 

 IUTAM 分科会の国内活動での中核として多数の学会から毎回 500 名

以上が参加する理論応用力学講演会がある。同講演会はこれまで主要

学会のいずれかが担当となり、実行委員会を組織して運営されてき

た。残念ながら実行委員会と IUTAM 分科会の意思疎通や情報共有が十

分とは言えなかった。上記理論応用力学講演会の実行委員会の中心メ

ンバーが必ずしも学術会議の会員や連携会員ではないことから、小委

員会を組織して、IUTAM 分科会との意思疎通を図り、上述のごとく国

内での活動を国際活動に活かしていくことを目的としてこの小委員

会の設置を申請する。 

４ 審 議 事 項 １．国内の理論応用力学研究を俯瞰し、海外との比較も交えて、今後

進めるべき研究領域やテーマを議論する。 

２．上記の議論結果を国内の理論応用力学講演会における企画に反映

させる。 

３．上記の議論結果を国際理論応用力学連合(IUTAM)における日本の

活動・貢献に反映させる。 

５ 設 置 期 間 平成 29 年４月 28 日 ～ 平成 29 年９月 30 日 

６ 備    考  
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○委員の決定（新規１件）

（情報学委員会 IT の生む諸課題検討分科会） 

氏 名 所  属 ・ 職  名 備 考 

高木 利久 東京大学大学院理学系研究科教授 第二部会員 

荒川 薫 明治大学総合数理学部教授 第三部会員 

喜連川 優
情報・システム研究機構国立情報学研究所所長、東京大

学生産技術研究所教授 
第三部会員 

柴山 悦哉 東京大学情報基盤センター教授 第三部会員 

土井美和子
国立研究開発法人情報通信研究機構監事、奈良先端科学

技術大学院大学理事 
第三部会員 

徳田 英幸
国立研究開発法人情報通信研究機構理事長、慶應義塾大

学環境情報学部客員教授 
第三部会員 

萩谷 昌己 東京大学大学院情報理工学系研究科教授 第三部会員 

東野 輝夫 大阪大学大学院情報科学研究科教授 第三部会員 

安浦 寛人 九州大学理事・副学長 第三部会員 

木俵  豊 
国立研究開発法人情報通信研究機構ユニバーサルコミ

ュニケーション研究所長 
連携会員 

下條 真司 大阪大学サイバーメディアセンター教授 連携会員 

萩田 紀博 
国際電気通信基礎技術研究所(ATR)社会メディア総合研

究所長、知能ロボティクス研究所長 
連携会員 

松本 健一 奈良先端科学技術大学院大学教授 連携会員 

安信千津子 
株式会社日立製作所情報・通信システム社経営戦略室企

画本部技術戦略ユニット 
連携会員 
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基礎生物学委員会・統合生物学委員会合同 

ワイルドライフサイエンス分科会の地方開催について 

 

 

１．会議名 基礎生物学委員会・統合生物学委員会合同ワイルドライフサイエンス分科会 

（第 23 期・第３回） 

 

２．出席者（予定） 

松沢 哲郎 委 員 長 京都大学高等研究院特別教授 

三浦 慎悟 副委員長 早稲田大学人間科学部教授 

村山 美穂 幹  事 京都大学野生動物研究センター教授 

山極 壽一 委  員 京都大学総長 

西田 睦 委  員 琉球大学理事・副学長 

長谷川 寿一 委  員 東京大学大学院総合文化研究科教授 

長谷川眞理子 委  員 総合研究大学院大学学長 

平田 聡 委  員 京都大学野生動物研究センター教授 

吉川 泰弘 委  員 千葉科学大学副学長・危機管理学部教授 

鷲谷 いづみ 委  員 中央大学理工学部人間総合理工学科教授 

幸島 司郎 委  員 京都大学野生動物研究センター長・教授 

古市 剛史 委  員 京都大学霊長類研究所教授 

 

３．日時  平成 29 年６月 24 日（土）10:00～13:00 

 

４．場所  京都大学吉田泉殿（京都府京都市左京区吉田泉殿町） 

 

５．提案理由 出席予定の委員 12 名のうち５名が京都在住であり、東京で開催した場合 

よりも所要経費が少額となるため。 

 

（参考） 

●日本学術会議分野別委員会および分科会等について（平成20年10月23日第82回幹事会決定）（抄） 

Ⅳ 会議の開催について 

⑪ 委員会等の開催地は、原則として東京 23 区内です。ただし、旅費の支給が不要の場合は、地方

（東京 23 区外）での開催が可能です。また、旅費の支給が必要な場合でも、講演会、シンポジウム

等の同時開催や地方開催の方が所要経費が少額の場合等は、幹事会の承認を得られれば開催できま

す。 

提案８ 

提案９・１０は提言等のため、資料５別添２～３をご参照下さい。
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提案１１

以下のとおり、実施計画の変更、追加及び派遣者の決定を行う。

会議名称 派遣候補者（職名） 派遣期間（会期分） 開催地(国） 備考

平成29年6月予定

↓

平成29年6月26日

2
国際科学会議(ICSU)理事会及び国際社会

科学評議会(ISSC)理事会の合同会議

代表派遣の追加
派遣者の決定

巽　和行
連携会員

名古屋大学名誉教授

○平成２９年度代表派遣実施計画の変更、追加及び派遣者の決定について

花木　啓祐
第３部会員

東洋大学情報連携学部　教授
パリ（フランス）

会期の変更

※実施計画については第242回幹事会
（平成29年2月24日開催）にて承認済み

1 世界科学フォーラム（WSF)運営委員会

パリ（フランス）平成29年6月28日～6月29日
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提案１３・１４は国際出張案件のため、資料５本紙をご参照下さい。 

〇日本学術会議代表

派遣候補者

番号 国際会議等 　計 開催地及び用務地 （職名） 備考

6月14日 マニラ 大西　隆

1 ～ 3 日―――――――――― 第三部会員
6月16日 フィリピン 豊橋技術科学大学学長
6月14日 マニラ 花木啓祐

2 ～ 3 日―――――――――― 第三部会員
6月16日 フィリピン 東洋大学情報連携学部教授
6月14日 マニラ 吉野　博

3 ～ 3 日―――――――――― 第三部会員
6月16日 フィリピン 東北大学総長特命教授
6月14日 マニラ 小池　俊雄

4 ～ 3 日―――――――――― 連携会員
6月16日 フィリピン 国立研究開発法人土木研究所水災害・リスクマネジメント国際センター センター長

6月14日 マニラ 押谷　仁

5 ～ 3 日―――――――――― 特任連携会員
6月16日 フィリピン 東北大学大学院医学系研究科・微生物学分野教授
6月14日 マニラ 髙橋　幸弘

6 ～ 3 日―――――――――― 特任連携会員
6月16日 フィリピン 北海道大学大学院理学院・宇宙理学専攻教授
6月14日 マニラ 灘岡　和夫

7 ～ 3 日―――――――――― 特任連携会員
6月16日 フィリピン 東京工業大学環境・社会理工学院 融合理工学系教授

〇外国人招へい者

派遣候補者

番号 国際会議等 　計 開催地及び用務地 （職名） 備考

6月14日 マニラ Dr. Jiba Raj Pokharel

1 ～ 3 日―――――――――― Vice-Chancellor,
6月16日 フィリピン Nepal Academy Of Science and Technology（ネパール）
6月14日 マニラ Dr. Josefino Comiso

2 ～ 3 日―――――――――― Senior research scientist
6月16日 フィリピン Goddard Space Flight Center, NASA（アメリカ）
6月14日 マニラ Dr. Anthony M. Juan Jr.

3 ～ 3 日―――――――――― Professor
6月16日 フィリピン University of Notre Dame （アメリカ）
6月14日 マニラ Dr. Meryl Williams

4 ～ 3 日―――――――――― Director
6月16日 フィリピン Asia-Pacific Fish Watch Malaysia（マレーシア）

第17回アジア学術会議年次会合

第17回アジア学術会議年次会合

第17回アジア学術会議年次会合

第17回アジア学術会議年次会合

基調講演者として参加するため

ジョイントプロジェクトワークショッ
プ講演者として参加するため

基調講演者として参加するため

基調講演者として参加するため

第17回アジア学術会議年次会合

第17回アジア学術会議年次会合

会     期

第17回アジア学術会議年次会合 基調講演者として参加するため

第17回アジア学術会議年次会合

第17回アジア学術会議年次会合 基調講演者として参加するため

ジョイントプロジェクトワークショッ
プ講演者として参加するため

第17回アジア学術会議代表派遣及び招へい者

会     期

第17回アジア学術会議年次会合
アジア学術会議加盟国代表とし
て参加するため

開会式及びアジア学術会議理
事会等に代表の一人として参加
するため

ジョイントプロジェクトワークショッ
プ講演者として参加するため

第17回アジア学術会議年次会合
アジア学術会議事務局長として
参加するため

提案１２

 

※特任連携会員への任命については提案 32 参照 
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